
独立役員選任基準 

 

 株式会社ＡＣＣＥＳＳ（以下、「当社」という）は、社外役員（社外取締役及び社外監

査役）の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場

合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない

ものと判断する。 

 

 

１ 当社グループの業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人（以下併せて「業

務執行者等」という）である者、又はあった者。 

 

２ 当社グループの現在の主要株主（議決権所有割合が10%以上の株主をいう）、又は当該

主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業

務執行者等。 

 

３ 最近5年間において、当社の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業

務執行者等であった者。 

 

４ 当社グループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売

上高の2％以上の支払いを、当社グループから受けた者をいう）若しくは当社グループの

主要な取引先である者（当社グループに対して、当社グループの直近事業年度における

年間連結総売上高の2％以上の支払いを行っていた者をいう）、又はその親会社若しくは

重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等。 

 

５ 直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社グループを主要な取引先

としていた者若しくは当社グループの主要な取引先であった者、又はその親会社若しく

は重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等。 

 

６ 当社グループから一定額（過去3 事業年度の平均で年間1,000 万円）を超える寄付又

は助成を受けている組織の理事（業務執行に当たる者に限る）その他の業務執行者（当

該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう）。 

 

７ 当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社、又はそ

の親会社若しくは子会社の業務執行者等。 

 



８ 現在当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人（若しくは税理士法人）

の社員、パートナー又は従業員である者。 

 

９ 当社グループから役員報酬以外に多額（過去3年間の平均で年間1,000万円以上）の金

銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得

ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）。 

 

10 上記１から９に該当する者（重要な地位にある者に限る）の配偶者又は二親等内の親

族若しくは同居の親族。 

 

上記１から10に該当する場合にあっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性が

あると判断した者については、社外役員選任時においてその理由を説明・開示すること

及び当該人物が会社法上の社外取締役又は社外監査役の要件を充足していることを条件

に、当該人物を当社の独立役員とすることができるものとする。 

以 上 


